
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による給 

付金等の支給が、国や地方公共団体から行われ

ています。この給付金等に係る課税関係は、そ

の都度判断し、個人が課税される給付金等を受

け取る場合には、どの所得に該当するのかも判

断しなければなりません。 

個人の確定申告時期を前に、国税庁から公表

されている情報から、国等から個人へ支給され

た給付金等に係る課税関係を確認しましょう。 

個人が国等から支給を受けた給付金等につい

て、課税となるもの、課税されないものの区別

の仕方は、原則として次のとおりとなっていま

す。 
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個人が国等から受け取る給付金等の課税関係 

課税となるもの、ならないもの 

個人の所得税の計算上、その発生の要因等 

に応じて、次の 10 種類の所得のうちのいずれか

にあてはめた上で、それぞれの所得ごとに所得

金額を計算します。 

どの所得に該当する？ 

個人が国等から課税となるものに該当す

る給付金等の支給を受けた場合には、上記

のうち、どの所得に該当するかを判断し、 

その判断指針は以下のように示されてい

ます。 

事業所得や雑所得は、収入金額から必要経 

費を差し引いて所得金額を計算します。 

一時所得は、収入金額からその収入を得る

ために支出した金額を差し引き、そこから

さらに最大50万円を控除することができる

ため、その年中に一時所得となる金額の合

計が 50 万円を超えない限り、実質課税はさ

れません。 

注意すべきは、保険金の満期／解約返戻金

として一時金を受け取った場合やふるさと

納税の返礼品を受け取っている場合です。

一時所得にご注意を 

  

今川より一言 

職場では若い世代が

増えてきたので、キラ

キラ感に刺激を受け

ながら、自分なりの役

どころで頑張りたい

です。 

 

回収を始めた2012年～現在までの回収結果を

ご報告いたします。 

 

【ペットボトルキャップ】 
ペットボトルキャップはリサイクルされ、そ

の対価を「世界の子供たちにワクチンを日本

委員会」を通してポリオワクチンの購入に充

てられました。 
総回収量： 308.7 ㎏ 

ワクチン： 約 77 人分 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
【古切手】 
古切手は日本キリスト教海外医療協力会へ郵

送し、換金された金額を寄付いたしました。 
総回収量： 8.3 ｋｇ 

寄付金額： 約 6600 円相当 
-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+-*+-＊-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+- 

長くにわたりご協力いただいた皆様、 
誠にありがとうございました！ 

 
 
 

 
 

12 月生まれの方を事務所全員で祝いました。 

12 月生まれは、今川、前川、松岡、佐藤、野

村、神田の 6 名です。 

 

-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+-*+-＊-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+- 

当事務所では、ボランティア活動の一環とし

て、ペットボトルキャップ・古切手を回収して

おりましたが、先月をもちまして回収を中止

させていただきました。 
-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+-*+-＊-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+- 
 

ボランティア 

職 員 紹 介 

第 49 回目は、今年 4月に入社した 業務 2課の  

林 をご紹介します。  
-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+-*+-＊-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+-  

名前 林 由花 ( ハヤシ ユカ ) 

これが私の仕事！ 

１年目ですので、上司の監査同行、

仕訳入力、課内の補助業務等をして

います。 

 

趣 味 

野球やサッカー等、スポーツ観戦が好きです。 

休日の過ごし方 

ドライブ、ごはんの美味しいお店に行く 

お客様へ   
いち早くお客様のお役にたてるよう、努力していきま

す。相談しやすい、話したいと思っていただける監査担

当者を目指します！ 
-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+-*+-＊-*-+＊-+-*＊-＊-+*-+- 

 

*ブログとフェイスブックで事務所の様子や職員

の日常を紹介しています。どうぞご覧下さい 
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前川より一言 

周りの方に助けて頂

いていると日々感じ

ます。皆さんにお返し

できるようさらに頑

張りたいです。 

松岡より一言 

来年も皆さんの業務

がより効率化できる

ようサポートしたい

と思います。 


